
 

 

 

 

 
みどり市では、市内にある空き店舗や空き家を活用して出店する事業者に対し、「空き店舗等の改修

及び設備に係る経費」や「空き店舗等の賃借料」にかかる費用の 2 分の 1 を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き店舗等を活用して出店する事業者を応援します！  

空き店舗等活用補助金 

補助対象経費 / 補助金額 
 

要件を満たす空き店舗や空き家を活用して出店又は開所する際にかかる経費で、次に掲げるも

の 

 

≪店舗改修費≫ 

○補助率：補助対象経費の 2 分の 1 以内  

・重点区域内：限度額 150 万円 

・重点区域外：限度額 50 万円 
※補助金の交付は、出店又は開所時の 1 回限り 

 
 

≪店舗賃借料≫ 

○補助率：補助対象経費の 2 分の 1 以内  

限度額：5 万円/月 
※敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これに類する費用は除く。 

※申請者が空き店舗等の所有者の 2 親等以内の親族の場合の賃借料は除く。 

※補助金の交付は、出店又は開所日の属する月の翌月から 1 年間 

 

≪加算措置≫ 

 ○移住起業者：30 万円 
   実績報告までにみどり市に転入している者 

 ○空き店舗登録物件：10 万円 
   みどり市空き店舗登録制度により空き店舗登録台帳に登録されている物件を活用する者 

 ○特定創業支援等事業：10 万円 
   実績報告までにみどり市が定める特定創業支援等事業を受けている者 
 

※空き店舗・空き家の要件、重点区域の詳細等については、お問合せください。 

2024 年 5 月 1 日現在 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）補助対象者  

・補助対象事業を行う事業者（市税等に滞納がある事業者を除く。） 

・補助対象事業を行う市民団体等 

（3）対象とならない工事 

《対象とならない工事》 
 

① 土地購入及び工事中の仮店舗に係るもの  

② 建築手続き等に要する費用 

③ 屋根・躯体部分に関する工事  

④ 住居等，専ら営業活動以外で使用する部分に関する工事 

⑤ 建物増減築（床面積増減）に関する工事  

⑥ 下水・浄化槽に関する工事 

⑦ 地下埋設の給排水管のみの工事  

⑧ 植樹・剪定などの植栽に関する工事 

⑨ 清掃・消臭・抗菌処理  

⑩ 害虫駆除・防虫等の薬剤散布 

⑪ 売場ではない部分に関する外装工事  

⑫ 建築物以外の構築物・塀・門扉等に関する工事（店舗に据付される店舗看板を除く） 

                        など 

（2）補助対象事業 

市内にある空き店舗等を活用して事業年度の 3 月末日までに出店又は開所する事業で、次に掲

げるいずれにも該当するもの 
 

・サービス業又は小売業に属する業種 

・週に 5 日以上の営業を行うもの 

・出店又は営業に際して、法律等に基づく資格及び許認可が必要な業種については、既に取得し

ているもの又は取得が確実に見込まれるもの 

・商工会等の地域の支援機関又は金融機関の経営指導を受け、継続的に経営を行う具体的な事

業計画を有すると認められるもの 

・改修後の空き店舗等において営業開始から 5 年以上継続的に補助対象事業を行うことができる

もの 

※以下に該当する場合は、補助対象外となります。 

・夜間（17 時以降）のみの営業であるとき 

・無人販売による営業であるとき 

・風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種であるとき 

など 

 



商工課 ⇒ 申請者 

申請者 ⇒ 商工課 

商工課 ⇒ 申請者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者・工事業者 

申請者 ⇒ 商工課 

申請者 ⇔ 商工課 

（4）手続きの流れ 

事前相談 申請前に商工課へご相談ください。 

交付申請 

【申請時必要書類】 

（1） 交付申請書（様式第 1 号） 

（2） 事業計画書（様式第 2 号） 

（3） 補助対象経費に関する書類 

（見積書等の経費内訳が分かる書類の写し及び賃貸借契約書の写し） 

（4） 収支計画に関する書類（出店後 2 年間の収支計画表又は資金繰り表） 

（5） 法令許認可等に関する書類（資格認定書・許可証・許可証等の写し） 

（6） 申請者に関する書類 

（7） 納税証明に関する書類 

（8） 誓約書（様式第 3 号） 

（9） 群馬県警察本部への照会に係る役員等名簿（様式第 4 号） 

（10）改修工事等に係る空き店舗等所有者の同意書（様式第 5 号）（空き店舗登録物件は不要） 

（11）空き店舗等の登記事項証明書（様式第 6 号）（空き店舗登録物件は不要） 

（12）施工前の現状が分かる写真 

交付決定 
通知書発送 申請内容を審査し、補助対象として決定 『交付決定通知書』発送 

工事着手 
～完了 実績報告の時に必要となるため、工事作業の様子や工事完了後の写真を撮って下さい 

実績報告 

【報告時必要書類】 

（1）実績報告書（様式第 10 号） 

（2）事業報告書（様式第 11 号） 

（3）改修に関する書類（工事契約書・領収書・口座振込等の写し） 

（4）賃借料に関する書類（賃貸借契約書・領収書・口座振込等の写し） 

（5）施工後の状況が分かる写真 

（6）チラシ・パンフレット等（店舗の営業状況が分かるもの） 

交付確定 
通知書発送 

申請内容を審査し、補助金額を確定 『交付確定通知書』発送 

補助金請求 

申請者 ⇒ 商工課 

【請求時必要書類】 

（1）補助金請求書（様式第 13 号） 

（2）振込先口座の通帳の写し 

補助金支払 
商工課 ⇒ 申請者 

申請者指定の振込先に支払い 

≪問合せ先≫みどり市 産業観光部 商工課 商工労政係  TEL：0277-76-1938 FAX：0277-76-9049 

重要：工事着手前に必ずご相談ください 


